


中央社会保険医療協議会の新たな出発のために（抄） 

平成１７年７月２０日       

中医協の在り方に関する有識者会議  

 

２ 診療報酬改定に関する企画・立案の在り方との関係を含めた中医協の機能・

役割の在り方について  

 

(1) 診療報酬の位置付けについて  

○ 診療報酬改定は、①診療報酬改定の改定率の決定、及び②診療報酬改定に

係る基本方針を踏まえた具体的な診療報酬点数の設定、という 2 つのプロセ

ス

 

を経て行われることとなるが、それぞれにおいて、中医協の機能・役割を

明確化していくことが求められている。  

(2) 診療報酬改定の改定率の決定について  

○ 診療報酬改定の改定率は、医療費に係る予算編成の際の算定根拠となる係

数であり、その決定は内閣の権限

 

である。  

(3) 診療報酬改定に係る基本方針について  

 ○ 改定率を除く診療報酬改定に係る基本的な医療政策の審議については、厚

生労働大臣の下における他の諮問機関にゆだね、そこで「診療報酬改定に係

る基本方針」を定めることとし、中医協においては、この「基本方針」に沿

って、診療報酬改定に係る考え方を整理しつつ、具体的な診療報酬点数の設

定に係る審議を行う

 ○ なお、診療報酬改定に係る基本的な

こととすべきである。  

医療政策の審議を行う場としては、社

会保障審議会の医療保険部会及び医療部会

 

が考えられる。  

(4) 診療報酬改定に係る中医協への諮問及び中医協からの答申の在り方について  

○ 診療報酬改定に係る厚生労働大臣から中医協への諮問においては、予算編

成過程を通じて内閣が決定した改定率を所与の前提として、厚生労働大臣の

下における他の諮問機関において策定された「基本方針」 に基づき、診療

報酬点数の改定案の調査及び審議を行うことを求めるとともに、中医協にお

いては、これを受けて慎重かつ速やかに審議を行い、改定案を作成して答申

する取扱いとするべきである。  
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